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国土交通省土地・建設産業局建設業課長

「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」の一部改正について

本年５月１日に元号が「令和」に改められることに伴い、「建設業許可等に係る改元

に伴う元号による年表示の取扱いについて」（平成３１年４月５日国土建第６号）を発

出し、改元に伴う元号による年表示の取扱いについて通知したところです。

今般、「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」（平成２０年１月３１日付け国

総建第２６９号)に規定されている様式について、「平成」を「令和」に改める改正を行

いましたので、下記の通り通知いたします。

貴職におかれましては、十分留意の上、事務処理等に当たって遺漏のないよう措置願

います。なお、運用については下記と併せて、「建設業許可等に係る改元に伴う元号によ

る年表示の取扱いについて」（平成３１年４月５日国土建第６号）の通知内容を原則とし

ておりますので併せて遺漏のないよう措置願います。

記

経営事項審査の事務取扱いについて（平成２０年１月３１日付け国総建第２６９号）

の一部を別添の通り改正する。

附 則

１ この通知は、発出日から適用する。

２ 改正後の様式において起点日が平成である場合は、①のように修正を行う等の対

応を行うほか、②のような記載であっても有効であるものとする。

①「令和３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」

②「令和 元年４月１日から令和２年３月３１日まで」

また、改正前の様式を利用し提出を行うことも有効とし、③のように修正を行う

等の対応を行うほか、④のような記載であっても有効であるものとする。



令和
③「平成３１年４月１日から平成 ２年３月３１日まで」

④「平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで」

以上


